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 佐賀県選挙管理委員会告示第13号 

 佐賀県選挙管理委員会事務局設置規程（昭和27年佐賀県選挙管理委員会告示第17号）の一部を次のように改正する。 

  令和６年３月29日 

佐賀県選挙管理委員会委員長  大  川  正 二 郎    

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（事務局の設置） （事務局の設置） 

第２条 事務局に次の職員を置く。 第２条 事務局に次の職員を置く。 

 事務局長 １名  事務局長 １名 

 副事務局長 ３名以内  副事務局長 ３名以内 

 係長 ２名  調整主幹、副主幹、主幹又は係長 ２名 

主任主査、主査又は主事 若干名 主任主査、主査又は主事 若干名 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 係長は、上司の命を受けて、その係の事務を掌理する。 ４ 調整主幹、副主幹、主幹又は係長は、上司の命を受けて、その

係の事務を掌理する。 

５・６ 略 ５・６ 略 

７ 事務局長は、書記長をもってこれにあて、副事務局長、係長、

主任主査、主査及び主事は、書記をもってあてる。 

７ 事務局長は、書記長をもってこれにあて、副事務局長、調整主

幹、副主幹、主幹、係長、主任主査、主査及び主事は、書記をも

ってあてる。 

   附 則 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


